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 固体ばら積み貨物の運送は日本の経済活動にとって不可欠であり、ばら積み船は世界の

荷動きの基幹を担っている。固体ばら積み貨物の安全運送は重要な課題であり、国際海事

機関は各種の規則や基準を定め、日本もこれらを国内法に取り入れている。ばら積み船の

事故のうちには貨物に起因するものも含まれており、こうした事故の防止も重要な課題で

ある。貨物の運送に係る危険性としては、貨物の荷重による船体構造の損傷と、貨物の特

性に応じて考慮すべき航海中における貨物の移動及び化学的危険性が挙げられる。貨物の

移動は、船舶の動揺や振動といった繰り返し荷重に起因する固体ばら積み貨物の粒子の微

視的な移動で貨物内部の間隙圧が上昇することより貨物の剪断強度が失われる「液状化」

と、船舶の動揺等による加速度により、貨物の液状化が生じなくても、剪断強度の不足に

起因して生じる「荷崩れ」に大別できる。 

 本研究の目的は、固体ばら積み貨物の移動（荷の移動：Cargo Shifting）、即ち、液状化及

び荷崩れに関連する諸要素を総括し、貨物の移動による事故を防止するために必要な技術

を研究開発して、ばら積み船の運航の安全性の向上を図ることである。 

 航海中における貨物の移動は船舶の復原性に悪影響を及ぼす。そのため、液体貨物を運

送する船舶では貨物の移動量を制限するため縦通隔壁を設ける等の措置がとられる。固体

ばら積み貨物を運送する場合は、必要に応じて貨物の頂部を平坦に均したり、貨物のパイ

ルの斜面の角度を小さくする「荷繰り」が行われ、穀類等の流動性の高い貨物については、



船倉に隙間無く積載する等の措置がとられる。貨物の移動に対して適切な措置をとるため

には貨物の性状の把握が重要である。しかしながら、液状化及び荷崩れに係る性状につい

て言えば、航海中に液状化する恐れのある物質（液状化物質）か否かの評価法が確立され

ていないこと及び荷役現場で用いることのできる荷崩れの危険性の評価方法が確立されて

いない。例えば、液状化物質か否かの判定が問題となる貨物としては、鉱滓（金属を精錬

した際の滓）等の粒状物質が挙げられ、具体的な輸送指針は明確でない。また、荷崩れが

問題となる貨物としては、粘土状物質である「ニッケル鉱」が挙げられ、事故が発生して

いるのが実状である。こうした状況を踏まえて、本研究では、粒状物質が液状化物質か否

かを判定するための「液状化物質判別法」及び「ニッケル鉱荷崩れ危険性評価試験法」を

研究開発した。 

 液状化物質判別法は、石炭の場合と石炭以外の物質の場合で異なる。これは、石炭は無

機の鉱物とは異なり固体比重も小さく（1.3～1.4 程度）、飽和状態においては水による浮力

が粒子間の直応力に及ぼす影響も無機の鉱物とは異なることによる。 

 石炭については、液状化物質である微粉炭を用いて、粒径調製により各種の粒径分布の

石炭を用意し、試料の水分値を所定の排水状態における最も高い値に調製して貫入法試験

（円筒型の容器に試料を挿入し、これに上下振動を与え、供試体の上面にセットしたビッ

トの貫入量により液状化発生の有無を判定する試験。石炭の液状化現象の有無を判定する

ため開発された。）を実施することにより、有効径 D10と液状化の関係を調べた。その結果、

試料の最大粒径を 19 mm とした時、試料の有効径が 0.2 cm を超えれば液状化物質では無い

と判定する方法を提案した。 

 石炭以外の物質に関する液状化物質判別法は、粒径分布に基づく判定と、液状化物質判

別試験により構成される。粒径分布に基づく判定においては、試料の最大粒径を 9.5 mm と

した際の有効径に基づいて判定する方法を提案する。判定のためのクライテリアの設定に

おいては、2 種類の鉱滓を用意し、粒径分布を変えて後述する液状化物質判別試験を実施し

た。その結果、試料の最大粒径を 19 mm とした時、試料の有効径が 0.1 cm を超えれば液状

化物質では無いと判定する方法を提案した。 

 開発した液状化物質判別試験は、「通常の排水状態において、液状化が発生するだけの

水分を保持することができない物質は、航海中に液状化する恐れが無い」との考え方を基

礎とし、貨物がどの程度の水分を保持できるかを、液状化との関係において評価する試験

法である。試験においては、所定の締固めにより試料を容器に挿入し、ひとたび飽和状態

にした後、所定の条件下で試料内の水を排出し、排水後の試料の飽和度を求める。排水後



の試料の飽和度に基づく液状化物質か否かの判定のためのクライテリアの設定においては、

液状化物質及び経験的には液状化物質では無いと判断される物質 5 種類を用いて、これら

の物質について、プロクター／ファガベリ試験、前述の貫入試験法、透水性試験、液状化

物質判別試験を実施した。これらの試験結果を総合的に判断した結果、液状化物質判別試

験における排水後の試料の飽和度が 70 %以下であれば、その物質は液状化物質では無いと

判定することを提案した。 

 ニッケル鉱は露天掘りされた天然の土であり、大きな塊をも含む粘土状の物質である。

粘土状物質は、一般に、水分を多く含むと剪断強度が低下し、荷崩れの危険性が高くなる。

こうした貨物の荷崩れの危険性を評価するには、例えば一面剪断試験により貨物の剪断強

度を計測し、計測された剪断強度を用いて斜面の安定性解析を実施することが考えられる。

しかし、こうした方法は、剪断強度の計測に時間を要するため、貨物運送の実務に供する

ことは困難である。そのため、地盤の強度を簡便に評価する方法である静的機械式円錐貫

入試験（ポータブルコーン貫入試験。以下、単に「円錐貫入試験」と呼ぶ。）を用いた「ニッ

ケル鉱荷崩れ危険性評価試験法」を開発した。 

 ニッケル鉱荷崩れ危険性評価試験においては、まず、篩分けにより試料中から大きな粒

子を取り除く。次に、所定の締固めにより試料をモールドに挿入して、体積 4 リットルの

供試体を形成し、容器内の供試体について、所定の手順で円錐貫入試験を実施し、円錐貫

入力の最大値（最大円錐貫入力）を求める。その後試料をモールドから抜き取り、供試体

の形成及び円錐貫入試験を三回繰り返し、三回の試験により得られる最大円錐貫入力の最

低値を代表値（代表円錐貫入力）とする。 

 荷崩れの危険性があると判定するための代表円錐貫入力のクライテリアの設定において

は、五つの港から出荷されたニッケル鉱を用いて、篩分けを行った試料（最大粒径 6.7 mm）

の一面剪断試験により剪断強度を計測し、荷繰りを実施した後の貨物のパイルの形状及び

船体の横傾斜を仮定した上で斜面の安定性解析を実施し、各試料について荷崩れの危険性

がある水分値を求めた。この水分値を、別途実施した実験結果に基づき開発した水分値換

算法を用いて、ニッケル鉱荷崩れ危険性評価試験用試料（最大粒径 19 mm）の水分値に換

算した。また、試料の水分値を変化させて、前述の円錐貫入試験を実施することにより、

代表円錐貫入力と水分値との関係を求めた。これを前述の荷崩れの危険性がある水分値と

比較することにより、各試料について荷崩れの危険性がある代表円錐貫入力を求めた。荷

崩れの危険性があると判定するための代表円錐貫入力のクライテリアとしては、各試料に

関する荷崩れの危険性がある代表円錐貫入力の最低値を丸めて、300 N を提案した。 



 以上のように、本研究ではまず、固体ばら積み貨物の安全運送に関する諸要素を総括し、

特に貨物に関する情報提供に着目して、二つの問題点を指摘した。液状化については、あ

る貨物が液状化物質か否かを判定する方法が確立されていないという問題である。これに

ついては「液状化物質判別法」を開発し、液状化物質の運送に関する規則の的確な適用を

可能にした。一方、ニッケル鉱は液状化物質ではないが、水分値が高くなると荷崩れの危

険性があり、実際に事故が発生している。この貨物については適切な荷崩れ危険性の評価

法が無いことが問題であったため、「ニッケル鉱荷崩れ危険性評価試験法」を開発した。

即ち、固体ばら積み貨物の移動に起因する事故を防止するために、特に重要と考えられる

二つの技術的な問題点を解決し、もってばら積み船の運航の安全性の向上に貢献した。 

 


